
公益社団法人　医学振興銀杏会　定款 1／5頁　　

章 条 内容

第１章　総則 第１条（名称） この法人は、公益社団法人医学振興銀杏会と称する。

第２条（事務所） この法人の主たる事務所を、大阪府吹田市山田丘2番2号 大阪大学医学部銀杏会館内に置く。
２　この法人は、理事会の決議により、支部を置くことができる。

第2章　目的および事業 第３条（目的） この法人は、大阪大学医学部と連携を保ち、学術及び科学技術の振興を目的とする事業を行
い、我が国医学の発展に寄与することを目的とする。

第４条（事業） この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)　医学に関する調査、研究の奨励助成

(2)　医学部学生に対する修学の奨励及び育英

(3)　医学に関する学術交流に対する助成

(4)　医学ならびに医術に関連する講演会、研究会等の開催

(5)　機関誌およびその他出版物などの刊行

(6)　内外の関連諸団体との相互交流

(7)　医学発展に帰する史料収集、展示等の諸行事に対する助成

(8)　その他公益目的を達成するために必要な事業

２　前項の事業については、日本全国について行うものとする。

第３章　社員 第５条（法人の構成員） 当法人に、次の種類の会員を置く。

(1)　正会員　この法人の目的に賛同して入会した次に掲げる事項の一に該当する個人。

①大阪大学医学部医学科（前身学校および大阪大学医学専門部を含む。以下同じ。）の卒業
生。

②大阪大学医学部医学科の教職員または教職員であった者。

③前2号のほか、大阪大学医学部医学科において研究に従事したことのある者または現に研究
に従事している者。

④その他大阪大学で医学に関する研究に従事したことのある者または現に従事している者。

(2)　准会員　この法人の目的に賛同して入会した大阪大学医学部医学科学生。

(3) 名誉会員 正会員の中から、この法人に功労顕著として社員総会において推薦された
者。

(4)　特別会員　正会員以外で、この法人に功労があり社員総会において推薦された者。

２ この法人の社員（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律＜以下、法人法という＞第
１１条第１項第５号等に規定する社員をいう。以下同じ。）は、概ね正会員数の３％から
７％となる選出された代議員をもって社員とする。

３ 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な
規則は理事会において定める。

４ 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補
することができる。

５ 第３項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有す
る。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

６ 代議員の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任
追及の訴え及び役員の解任の訴え（法人法第266 条第1 項、第268 条、第278 条、第284
条）を提起している場合（法人法第278 第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合
を含む。）には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない（当
該代議員は、役員の選任及び解任（法人法第63 条及び第70条）並びに定款変更（法人法第
146 条）についての議決権を有しないこととする）。

７　前項の規定により在任中の代議員の任期の終期となる定時社員総会の終結の時が、第28
条に定める理事および監事の任期の終期と一致する場合は、在任中の代議員の任期を、理事
および監事の任期の終期と一致しない定時社員総会のうち最も早く開催される定時社員総会
の終結の時まで延長する。

８ 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙
することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了す
る時までとする。

９ 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

①当該候補者が補欠の代議員である旨

②当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、そ
の旨及び当該特定の代議員の氏名

③同一の代議員（２以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては当該２以上の代議
員）につき２人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

１０ 第８項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後２年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

１１ 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して
行使することができる。

①法人法第１４条第２項の権利（定款の閲覧等）

②法人法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等）

③法人法第５７条第４項の権利（社員総会の議事録の閲覧等）

④法人法第５０条第６項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等）

⑤法人法第５２条第５項の権利（電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)

⑥法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等）

⑦法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等）

⑧法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利（合併契約等の
閲覧等）

１２ 理事、監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠
償する責任を負い、法人法第112 条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意
がなければ、免除することができない。

第６条（会員の資格の取
得）

正会員又は准会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会規則により申し込みをし、
その承認を受けなければならない。
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章 条 内容

第３章　社員 第７条（経費の負担） この法人の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、正会員は、会費を支払わなければ
ならない。総会で定める会費の額のほかは、理事会が別に定める会費規則による。
２　名誉会員、特別会員、准会員は、会費を支払うことを要しない。
３　第1項の会費についてはその2分の1は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管
理費用のために充当するものとする。

第８条（退会） 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第９条（除名） 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議に基づき、除名することができ
る。この場合、その会員に対し、社員総会の一週間前までに、理由を付して除名する旨を通
知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)　この法人の定款又はその他の規則に違反したとき。
(2)　この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)　その他の正当な事由があるとき。
２　前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第10条（会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)　退会したとき。

(2)　死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

(3)　除名されたとき。

(4)　総社員の同意があったとき。

第11条（会員資格喪失に
伴う権利および義務）

会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する（会員としての）
権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
２ この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これ
を返還しない。

第４章　社員総会 第12条（構成） 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

第13条（権限） 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)　役員の選任及び解任
(2)　役員の報酬等の額
(3)　会費の額
(4)　定款の変更
(5)　法人法に規定する計算書類等の承認
(6)　会員の除名
(7)　基本財産の処分の承認
(8)　解散及び残余財産の処分
(9)　合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業全部の廃止
(10)　理事会において社員総会に付議した事項
(11)　前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款で定められた事項
２ 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第15条第３項の書面に記載した社員総
会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

第14条（開催） 社員総会は、定時社員総会として毎年１回５月に開催する。ほか、必要がある場合に開催
する。
２　臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)　理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2) 議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載
した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。

第15条(招集） 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集す
る。
２ 理事長は、前条第２項第２号の規定による請求があったときは、その日から６週間以内
に臨時社員総会を招集しなければならない。

３ 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、社員総会に出席しな
い社員は、書面または電磁的方法による議決権行使、もしくは委任状による代理行使ができ
る旨を記載した書面または電磁的方法をもって、開催の２週間前までに通知しなければなら
ない。

第16条（議長） 社員総会の議長は、第24条第3項に定める理事長がこれにあたる。

第17条（議決権） 社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。

第18条（定足数） 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

第19条（決議） 社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めのある場合を除き、総社員の過半数が
出席し、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところに
よる。

２　前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることはできない。

３　第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の３分の２以上にあたる多数を
もっておこなう。

(1)　会員の除名
(2)　監事の解任
(3)　定款の変更
(4)　解散
(5)　基本財産の処分
(6)　その他法令で定められた事項

４　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わな
ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、
過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する
こととする。
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章 条 内容

第４章　社員総会 第20条（書面議決等） 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法
により議決すること、又は他の社員を代理人として議決を委任することができる。

２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その社員は出席したものと見な
す。

３　理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案
について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案
を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

第21条(報告の省略） 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を
社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第22条（議事録） 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
２　議長および社員総会規則に定める者は前項の議事録に記名押印する。

第23条(社員総会の規則） 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会にお
いて別に定める。

第５章　役員 第24条（役員の設置） この法人に、次の役員を置く。
　理事　１５名以上２０名以内
　監事　２名以上５名以内
２　理事のうち、１名を理事長とし、３名を副理事長とする。
３　前項の理事長ならびに副理事長をもって法人法上の代表理事とする。

第25条（役員の選任） 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
２　理事長及び副理事長は理事会の決議において理事の中から選任する。
３　業務執行理事を理事会の決議において理事の中から選任することができる。
４　監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
５　理事又は監事に異動があったときは、２週間以内に登記し、（登記事項証明書の謄本を
添え、）遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第26条（理事の職務・権
限）

理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
２　理事長および副理事長は、この法人を代表しその業務を執行する。
３　副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故がある
とき又は理事長が欠けたときは、その業務を代行する。
４　業務執行理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
５　理事長、副理事長及び業務執行理事の職務・権限は、理事会において別に定める。
６　理事長、副理事長、業務執行理事は、自己の職務の状況を毎事業年度に4ヶ月を超える間
隔で2回以上理事会に報告しなければならない。

第27条（監事の職務・権
限）

監事は次に掲げる職務を行う。
(1)　理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)　この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。
(3)　社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べる。
(4)　理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令
若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員
総会及び理事会に報告する。
(5)　前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただ
し、その請求があった日から5日以内に、２週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられ
ない場合は、直接理事会を招集する。
(6)　理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令
若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社
員総会に報告する。
(7)　理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又
はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害
が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。
(8)　その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

第28条（任期） 理事および監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
２　補充又は増員により選任された理事の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
３　補充により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。
４　役員は、第24条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新
たに選任されたものが就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第29条（解任） 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。

第30条（報酬等） 役員は無報酬とする。ただし、役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをするこ
とができる。

第31条（取引の権限） 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事
会の承認を得なければならない。
(1)　自己又は第3者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)　自己又は第3者のためにするこの法人との取引
(3)　この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人
とその理事との利益が相反する取引
２　前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ
ならない。
３　前2項の取扱については、第42条に定める理事会規則によるものとする。

第32条（名誉理事長およ
び顧問）

この法人に、名誉理事長及び若干名の顧問を置くことができる。
２　名誉理事長は、理事長経験者の中から総会で推薦された者。
３　顧問は、学識経験者の中から理事長が委嘱する。
４　名誉理事長および顧問は理事会に出席し、理事長の諮問に応え意見を述べることができ
る。ただし、議決権は有しない。
５　名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支
払いをすることができる。

第6章　理事会 第33条（構成） この法人に、理事会を置く。
２　理事会は、すべての理事をもって構成する。
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章 条 内容

第6章　理事会 第34条（権限） 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)　社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)　規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)　前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)　理事の職務の執行の監督
(5)　理事長、副理事長及び業務執行理事の選任及び解職
２　理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができ
ない。
(1)　重要な財産の処分及び譲受け
(2)　多額の借財
(3)　重要な使用人の選任及び解任
(4)　従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)　内部管理体制の整備

第35条（種類および開
催）

　理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
２　通常理事会は、毎事業年度２回開催する。
３　臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)　理事長が必要と認めたとき。
(2)　理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請
求があったとき。
(3)　前号の請求があった日から5日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日とする
理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)　第27条第5号の規定により監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したと
き。

第36条（招集） 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条
第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
２　理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から２
週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
３　理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもっ
て、開催日の１週間前までに、通知しなければならない。
４　前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経る
ことなく理事会を開催することができる。

第37条（議長） 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第38条（決議） 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を
有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長
の裁決するところによる。
２　前項の場合においては、議長は、理事として議決に加わることはできない。

第39条（決議の省略） 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につい
て、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただ
し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第40条（報告の省略） 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合におい
ては、その事項を理事会に報告することを要しない。
２　前項の規定は、第26条第6項の規定による報告には適用しない。

第41条（議事録） 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長、副
理事長及び監事は、これに署名（記名押印）しなければならない。

第42条（理事会規則） 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定め
る。

第７章　資産および会計 第43条（事業年度） この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第44条（基本財産） 　別表1の財産は、第4条の公益目的事業を行うために必要不可欠な財産であり、この法人の
基本財産とする。
２　前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しな
ければならず、やむを得ない理由により担保に提供する場合やその処分については、あらか
じめ理事会および社員総会の承認を要する。

第45条（財産の管理・運
用）

この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により
別に定める財産管理運用規則によるものとする。

第46条（事業計画及び収
支予算）

この法人の事業計画書及び収支予算書等、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に
ついては、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総
会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
２　前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は
理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることがで
きる。
３　前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
４　第１項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに
行政庁に提出しなければならない。

第47条（事業報告及び決
算）

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算
書類並びにこれらの附属明細書、財産目録（以下この条において財産目録等という）を作成
し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会に承認を得るものとす
る。
２　前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後３ヶ月以内に行政庁に提出しなけれ
ばならない。
３　この法人は、第１項の定時社員総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸
借対照表を公告するものとする。

第48条（会計原則） この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第49条（公益目的取得財
産残額の算定）

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基
づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第47条1項
の財産目録等に記載するものとする。
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章 条 内容

第8章　定款の変更、合併及び
解散等

第50条（定款の変更） この定款は、第53条の規定を除き、社員総会の決議により変更することができる。
２　公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更（軽微な変更を除く）をしよ
うとするときは、その事項の変更について、行政庁の認定を受けなければならない。
３　第2項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

第51条（合併等） この法人は、社員総会の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の
譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
２　前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

第52条（解散） この法人は、社員総会の決議およびその他法定で定められた事由により解散することができ
る。

第53条（公益認定の取消
しに伴う贈与）

この法人が公益認定取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合（この権利義
務を承継する法人が公益法人であるときを除く）には、社員総会の決議を経て、公益目的取
得財産残額に相当する額の財産を、当該認定取消しまたは当該合併の日から１ヶ月以内に、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与するものとする。

第54条（残余財産の帰
属）

この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方
公共団体に贈与するものとする。

第9章　委員会 第55条(委員会） この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置
することができる。
２　委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
３　委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第10章　事務局 第56条（設置等） この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
２　事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
３　職員は有給とする。
４　事務長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
５　事務長欠員の場合は、理事会の承認を得た理事がその職務を代行する。
６　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第57条（備え付け帳簿及
び書類）

主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)　　定款
(2)　　会員名簿（及び会員の異動に関する書類）
(3)　　理事及び監事の名簿
(4)　　定款に定める機関（理事会及び総会）の議事に関する書類
(5)　　役員の報酬等の規則
(6)　　財産目録
(7)　　計算書類等
(8)　　事業計画書及び収支予算書
(9)　　事業報告書
(10)　 監査報告書
(11) 　その他法令で定める帳簿及び書類
２　前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるもののほか、第58条第2項に
定める情報公開規則によるものとする。
３　各書類の保存期間等、文書管理に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章　情報公開及び個人情報
の保護

第58条（情報公開） この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を
積極的に公開するものとする。
２　情報公開に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第59条（個人情報の保
護）

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
２　個人情報の保護に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第60条(公告の方法） この法人の公告は、電子公告による。
２　やむを得ない事由により、電子公告によることが出来ない場合は、官報に掲載する方法
による。

第12章　補則 第61条（委任） この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会により別に定める。

付則 １　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人および公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に
定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
２　この法人の最初の代表理事は、岸本忠三（住所省略）、伏見尚子（住所省略）、早石雅
宥（住所省略）、門田守人（住所省略）とする。
３　この法人の最初の業務執行理事は、学術担当を山西弘一(住所省略）、広報担当を荻原俊
男（住所省略）、助成担当を楽木宏実（住所省略）、情報担当を北川透（住所省略）、会計
担当を渡邉幹夫（住所省略）、庶務担当を三好智満（住所省略）とする。
４　この法人の最初の社員たる代議員は、別表２の通りとする。
５　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人および公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民
法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行った時は、第43条の規定に関わらず、解
散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

別表1
（基本財産）

第44条関係 財産種別：定期預金
総　　額：152万円

別表２
（代議員）

附則関係



別表２　公益社団法人最初の代議員３９７名

1 饗場　博美 69 小川　嘉誉 137 坂口　一之 205 田中　吉紀 273 早川　謙一 341 宮田　孝
2 青笹　克之 70 荻野　敏 138 坂本　幸哉 206 谷池　雅子 274 早川　徹 342 宮本　英七
3 審良　静男 71 荻原　俊男 139 佐々木　親幸 207 谷口　直之 275 林　威三雄 343 三善　英知
4 浅田　秀夫 72 奥村　明之進 140 笹部　哲生 208 中馬　一郎 276 林　紀夫 344 三好　智満
5 浅見　好正 73 奥山　明彦 141 佐藤　文三 209 津上　久弥 277 春名　優樹 345 三善　陽子
6 足立　進 74 小澤　秀樹 142 佐野　栄紀 210 辻本　雅一 278 東　監 346 村尾　達雄
7 阿部　源三郎 75 尾路　祐介　 143 澤　芳樹 211 堤　俊仁 279 東　弘 347 村上　卓道
8 阿部　裕 76 越智　隆弘 144 澤田　益臣 212 常松　日奈子 280 疋田　隼人 348 村山　洋子
9 阿部　正喜 77 小原　清 145 澤村　昭彦 213 津森　孝生 281 飛田　忠之 349 目連　晴哉
10 天方　義邦 78 鏡山　博行 146 篠村　恭久 214 露口　雄一 282 日高　秀樹 350 森　正樹
11 荒井　洋 79 笠原　彰紀 147 柴　秀雄 215 手島　昭樹 283 日高　康博 351 森下　竜一
12 有馬　正明 80 柏井　将文 148 柴田　高 216 出原　正秀 284 日高　洋 352 森本　茂人
13 飯島　英樹 81 梶川　泰 149 柴田　政彦 217 寺岡　修 285 日比野　浩 353 森本　靖彦
14 池亀　和博 82 柏木　哲夫 150 柴山　浩彦 218 寺川　直樹 286 平田　雅之 354 守山　敏樹
15 石田　晋一 83 片山　一朗 151 島田　幸造 219 藤堂　剛 287 平野　俊夫 355 門田　守人
16 石田　秀和 84 勝谷　友宏 152 島田　昌一 220 遠山　正彌 288 平山　篤志 356 門田　康正
17 石原　克彦 85 金井　好克 153 島田　政則 221 土岐　祐一郎 289 福尾　惠介 357 矢木　崇善
18 磯　博康 86 金倉　譲 154 島津　敬 222 土肥　義胤 290 福川　隆 358 安田　圭子
19 礒崎　耕次 87 金澤　彰 155 清水　智明 223 冨田　尚裕 291 福澤　正洋 359 矢野　健二
20 板見　智 88 金津　希美 156 下村　伊一郎 224 富山　憲幸 292 福田　宏嗣 360 山岸　正和
21 伊藤　昭和 89 金田　安史 157 白石　孝之 225 冨山　佳昭 293 福渡　靖 361 山口　時雄
22 位藤　俊一 90 上小澤　道弘 158 進藤　勝久 226 朝野　和典 294 藤井　隆 362 山崎　芳郎
23 伊藤　壽記 91 上崎　善規 159 須貝　文宣 227 永井　利三郎 295 藤井　千穂 363 山崎　義光
24 伊藤　敏文 92 神出　計 160 菅野　伸彦 228 中内　正海 296 藤尾　慈 364 山下　喜代司
25 伊藤　雅之 93 神長　達郎 161 菅本　一臣 229 長岡　眞希夫 297 不二門　尚 365 山下　俊英
26 井上　敦雄 94 川越　裕也 162 杉田　義郎 230 中神　啓徳 298 藤澤　智巳 366 山田　晃正
27 井上　賢二 95 河崎　晃 163 杉本　央 231 長澤　康行 299 伏見　尚子 367 大和  彩
28 井上　忠宏 96 川嵜　良明 164 杉山　治夫 232 中島　和江 300 藤村　晴俊 368 大和谷　厚
29 井上　俊彦 97 川島　長利 165 助永　勝彦 233 中島　邦也 301 藤本　裕司 369 山梨　政行
30 井上　正樹 98 川瀬　一郎 166 鈴木　隆一郎 234 永田　正毅 302 筆本　由幸 370 山西　弘一
31 井下　勝男 99 川西　幸夫 167 砂田　祥司 235 中谷　敏 303 舟木壮一郎 371 山本　一博
32 猪原　秀典 100 河盛　段 168 清野　佳紀 236 中谷　武嗣 304 別府　慎太郎 372 山本　浩司
33 今川　彰久 101 神原　紀子 169 関山　守洋 237 仲野　徹 305 細川　亙 373 山本　琢磨
34 今川　康夫 102 神戸　泰 170 曹　英樹 238 永野　浩昭 306 堀　正二 374 山本　典
35 岩井　一宏 103 木内　淳子 171 寒川　昌明 239 中村　觀善 307 堀江　浩章 375 弓狩　康三
36 岩井　邦充 104 菊池　章 172 曽根　脩輔 240 中村　正 308 堀尾　嘉幸 376 横田　順一朗
37 岩佐　厚 105 岸田　泰弘 173 祖父江　憲治 241 中村　勉 309 本田　武司 377 吉川　秀樹
38 岩崎　幹季 106 木島　祥行 174 高尾　徹也 242 中村　敏治 310 前田　修 378 吉崎　和幸
39 岩谷　良則 107 岸本　忠三 175 高岡　邦夫 243 中村  恵 311 前田　信証 379 吉田　静雄
40 岩橋　博見 108 木曽　真一 176 高岡　幸 244 南條　輝久男 312 前田　直之 380 吉田　雄一
41 岩堀　南郎 109 北川　透 177 高島　庄太夫 245 南都　伸介 313 槙野　幾之輔 381 吉原　治正
42 岩本　煕 110 北村　惣一郎 178 高鳥毛　敏雄 246 難波　光義 314 真下　節 382 吉峰　俊樹
43 上田  智朗 111 北村　弘幸 179 高橋　俊樹 247 新居　志郎 315 桝谷　郁男 383 吉森　保
44 植松　治雄 112 吉川　隆一 180 高原　史郎 248 西田　幸二 316 松浦　成昭 384 吉矢　生人
45 生塩　之敬 113 木戸  高志 181 高山　仁志 249 西出　和幸 317 松尾　裕英 385 米田　光宏
46 宇都宮　正登 114 木下　順弘 182 滝　一郎 250 西沼　啓次 318 松川　直道 386 米田　正太郎
47 宇野　雅明 115 木原　進士 183 滝澤　明憲 251 西宗　義武 319 松崎　昇 387 米田　悦啓
48 梅下　浩司 116 木村　卓 184 瀧原　圭子 252 西村　一孝 320 松田　俊二 388 依藤　史郎
49 大川　順正 117 木村　正 185 滝本　昇 253 西本　憲弘 321 松田　伸一 389 楽木　宏実
50 大隈　義彦 118 木村　正治 186 田口　潤智 254 仁村　泰治 322 松永　喬 390 若槻　豊
51 大城　孟 119 楠岡　英雄 187 竹田　潔 255 野口　眞三郎 323 松村　謙一 391 和佐　勝史
52 大薗　恵一 120 工藤　俊次郎 188 竹田　潤二 256 野崎　俊一 324 松本　一郎 392 渡邉　幹夫
53 太田　妙子 121 熊ノ郷　淳 189 武田　伸一 257 野瀬　宰 325 松本　謙二 393 渡部　泰夫
54 大谷　啓祐 122 倉谷　徹 190 武田　力 258 野出　孝一 326 松山　辰男 394 渡邊　康裕
55 大月　博視 123 倉智　嘉久 191 武田　憲昭 259 野々村　祝夫 327 松山　正経 395 渡部  直史
56 大鳥　利文 124 倉恒　弘彦 192 武田　雅俊 260 野村  元成 328 的場　梁次 396 渡會　隆夫
57 大橋　一友 125 黒川　信夫 193 武田　裕 261 長谷川　進 329 真鍋　禮三 397 亘　弘
58 大橋　秀一 126 黒木　尚長 194 武田　義廣 262 長谷川　太郎 330 三浦　貴士
59 大原　重和 127 桑田　成規 195 竹谷　修太郎 263 畑澤　順 331 三上　洋
60 大道　正英 128 小泉　雅彦 196 竹中　秀夫 264 花田　力 332 三木　哲郎
61 大村　一郎 129 児島　義介 197 竹政　順三郎 265 華山　力成 333 三木　善次
62 大室　すぐる 130 児玉　和久 198 竹村　喬 266 八幡　曉直 334 美濃　真
63 岡　義雄 131 小浜　譲次 199 竹村　昌彦 267 馬場　一憲 335 美馬　昂
64 岡田　正 132 小牟田　清 200 太城　力良 268 馬塲　雄造 336 宮　芳久

65 岡村　康司 133 小室　一成 201 巽　圭太 269 濱岡　利之 337 三宅　侃

66 岡本　光弘 134 小山　高澄 202 田中  聡司 270 濱崎　靖 338 宮坂　昌之

67 岡山　明 135 小山　靖夫 203 田中　敏郎 271 早石　誠 339 宮崎　純一

68 岡山  慶太 136 齋藤　洋一 204 田中　範明 272 早石　雅宥 340 宮下　保男

最初の代議員については、定款第５条に定める方法と同じ方法により選出されたものである


